
 

令和３年９月文京区議会定例議会追加提案事項 
 

 

 

１ 和解及び損害賠償額の決定について 

⑴ 提案理由  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、

提案する。 

⑵ 賠償の理由 東京２０２０オリンピック競技大会の聖火リレーの公道走行の中止に伴い、委託契約を解除

したことにより、相手方に損害を与えたため 

⑶ 和解の内容 違約金を区が支払う。 

⑷ 賠償金額  金５３３万５，０００円 

⑸ 相手方   東京都中央区銀座七丁目１３番２１号銀座新六洲ビル６階 

        株式会社イベント・コミュニケーションズ東京営業所 

        所長 阿久澤一春 

 

 

２ 和解及び損害賠償額の決定について 

⑴ 提案理由  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、

提案する。 

⑵ 賠償の理由 東京２０２０オリンピック競技大会期間中のパブリックビューイング及びステージイベント

の中止に伴い、委託契約を解除したことにより、相手方に損害を与えたため 

⑶ 和解の内容 違約金を区が支払う。 

⑷ 賠償金額  金５２６万４，８５４円 

⑸ 相手方   東京都文京区後楽一丁目３番６１号 

        株式会社東京ドーム業務部 

        専務取締役執行役員営業本部長兼業務部担当 西勝昭 

 

 

３ 和解及び損害賠償額の決定について 

⑴ 提案理由  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、

提案する。 

⑵ 賠償の理由 東京２０２０パラリンピック競技大会期間中のパブリックビューイング及びステージイベン

トの中止に伴い、委託契約を解除したことにより、相手方に損害を与えたため 

⑶ 和解の内容 違約金を区が支払う。 

⑷ 賠償金額  金３６０万２，２６８円 

⑸ 相手方   東京都文京区後楽一丁目３番６１号 

        株式会社東京ドーム業務部 

        専務取締役執行役員営業本部長兼業務部担当 西勝昭 
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